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【平成 17 年 通常総会審議事項】 
Ⅰ．報告事項 

１．任意団体さがみはら教育応援団最終決算報告と資産の新法人への移管 

 法人化前のさがみはら教育応援団は法人登記と同時（平成１７年２月２８日)に平成１６年度
を終結し、その資産を法人に移管(寄付)をいたしました。下記のとおり資産移管の報告をいたし
ます。 

任意団体さがみはら教育応援団の収支報告 
期間：自平成１６年４月１日至平成１７年２月２８日 

総収入 669,000 円 
支出  590,179 円 
余剰金  78,821 円 

法人への移管資産 
現金   78,821 円 

            什器備品 60,000 円（ノート型パソコン１台） 
移管(寄付)資産合計 138,821 円 

 
２．平成１６年度の活動報告 

2004 年４月 ＮＰＯ法人化に向け、再結成 

2004 年８月 相模原市立富士見小学校にて、学校、ＰＴＡとの共催で「サマースクール 2004

＠Fujimi」を開催し、14 講座にのべ約 380 名が参加 

2004 年９月 市民講師ガイドを制作、相模原市内の学校約 100 校に配布 

2004 年 11 月 相模原市立新町中学校 2 学年職業講座に 6 名の講師派遣 

2004 年 12 月 市民講師紹介ビデオ（2 巻、33 名）を製作 

都立町田高校 2 学年職業講座に 6 名の講師派遣 

相模原市立相武台中学校１学年理科「結晶の話」岩崎講師による授業 

2005 年１月  「新春放談会」を開催 

相模原市立新町中学校 1 学年職業講座に 2 名の講師派遣 

       相模原市立大沼小学校ＰＴＡ行事に落語家三遊亭らん丈さんを派遣 

 1 月 20 日より、メールマガジンを発行（毎月 5 日と 20 日） 

2005 年２月  相模原市立相武台中学校 2 学年職業講座に 5 名の講師派遣 

       神奈川県立綾瀬西高校 2 学年社会人講和に 3 名の講師派遣 

神奈川県教育委員会主催の「学校と地域の協働セミナー」にて事例発 

表、代表吉川がパネルディスカッションに出席 

2005 年３月  特定非営利活動法人さがみはら教育応援団として設立 

相模原市立富士見子どもセンター、二本松子どもセンターにらん丈さ 

んを派遣 

相模原中央商店街協同組合主催の「手作り絵本教室」に講師派遣、運営協力 
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Ⅱ．決議事項 

第１号議案：第１期（自平成１７年２月２８日至平成１７年３月３１日）決算報告 
旧任意団体から移管された資産のうち、設備資産ノートパソコンを 80,000 円と評価し、資本

金を次のように登記しました。 
   現金      78,821 円 
   設備資産    80,000 円 
   資産の合計     158,821 円(設立当初の財産目録に記載された資産＝資本金) 
平成１６年度収支計算書(資料 1)、および財産目録(資料 2)をご覧ください。 

 
第２号議案：会費の改定に関する件 

定款附則６（２）に定めた年会費を、法人の円滑な運営を図るために以下のとおり改訂いた

します。 
＜法人設立当初の会費は以下のとおり＞ 
年会費 正会員 1,200 円 賛助会員 １口 1,200 円(個人会員１口以上、団体会員 5 口以上) 

＜改定後＞ 
年会費 正会員 2,400 円 賛助会員 個人会員 2,000 円、団体会員 1 口 5,000 円 

 
第 3 号議案：第 2 期（自平成 17年 4月 1 日至平成 18年 3月 31 日）活動計画及び事業予算(案)

の件 

（１）活動計画の概要 
１）学校や教育機関等（注 1）に講師を派遣する事業 

 (注 1）子ども会や自治会、商店街や老人施設等も含む 

２）当会趣旨に沿って自主的に推進していく事業 

  a．コーディネーター・講師の研修および育成 

  b．子どもの職業観・社会性の育成  

c．時代のニーズに応え産業界との連携が見込める事業 

３）パートナーシップ（注 2）事業   

（注 2）行政や他のＮＰＯ法人、団体等からの依頼や協働事業 

（２）事業予算案 
  平成 17 年度事業予算(案)(資料 3)をご覧ください。 
 
第 4 号議案：組織運営に関する件 

 定款第 23 条（９）の定めにより組織運営の方法に関して 
 理事会は運営委員を任命し、運営委員会を設置して法人の運営を委嘱することとする。 

以上 


